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令和２年度 第 1回 大和市協働推進会議 次第 
 

日時: 令和２年 6月 2４日（水）13時３0分～  

場所: 大和市役所５階 第６会議室   

 

 

１．開 会 

 

 

 

２．市長あいさつ 

 

 

 

３．会長あいさつ 

 

 

 

 ４．委員自己紹介 

 

 

 

５．議 題 

（１）令和２年度協働推進会議の進め方（スケジュール確認） 

 

 

 

（２）令和２年度提案諮問された協働事業提案の内容について 

 

 

 

６．その他 

次回開催日程 他 

 

 

７．閉 会 
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大和市協働推進会議 委員名簿 

（敬称略） 

氏 名 所 属 役 職 選出区分 

あまの よういち 

天野 洋一 
大和市自治会連絡協議会 副会長 

第 3条（1） 

関係団体の構成員 なるみ さとし 

鳴海 智 
大和商工会議所 専務理事 

こやま しんいちろう 

小山 紳一郎 
明治大学大学院 兼任講師 

第 3条（2） 

知識経験を有する者 

みずさわ ひろこ 

水澤 弘子 

さがみはら市民活動 

サポートセンター 
総括責任者 

さいじょう よしひと 

西條 由人 

一般社団法人 神奈川県 

専修学校各種学校協会       
事務局長      

さかもと けんいち 

坂本 健一 
  

第 3条（3） 

公募に応じた市民 さいぐさ ひろこ 

三枝 宏子 
  

 

 

任期：平成 31年 4月 1日～令和 3年 3月 31日 
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○大和市協働推進会議規則 

平成20年9月29日規則第80号 

大和市協働推進会議規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、大和市附属機関の設置に関する条例（昭和33年大和町条例第9号）

により設置された大和市協働推進会議（以下「推進会議」という。）の組織、運営等

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 推進会議は、大和市新しい公共を創造する市民活動推進条例（平成14年大和市

条例第20号）の規定に基づく協働事業の提案につき、市長の諮問に応じて調査審議し、

その結果を報告する事務をつかさどる。 

（委員） 

第３条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 関係団体の構成員 

(２) 知識経験を有する者 

(３) 市長が行う公募に応じた市民 

(４) その他市長が必要と認める者 

（会長） 

第４条 推進会議に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員

がその職務を代理する。 

（任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 
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（会議） 

第６条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。 

２ 推進会議の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

（意見等の聴取） 

第７条 推進会議は、必要があると認めるときは、会議に関係者等の出席を求め、意見

又は説明を聴くことができる。 

（庶務） 

第８条 推進会議の庶務は、市民活動主管課において処理する。 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推

進会議に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 最初に委嘱される推進会議の委員の任期は、第５条第１項本文の規定にかかわらず、

委嘱の日から平成２３年３月末日までとする。 

 

 



 

 

 

令和２年度 協働事業提案   公開プレゼンテーション審議メモ 令和２年  6月 ２７日

○○　○○　様

No.１

　事業名： 大和市民活動センターの管理運営

 　応募者  ： 拠点やまと

 　担当課  ： 市民活動課

【評価基準】５点: 非常に優れている    ４点: 優れている    ３点: 普通    ２点: やや劣っている    １点: 劣っている

項　目 視　点 応募書類の参照箇所 評価

市民活動の
特性

市民の自由な視点で地域のニーズ
を的確に捉え、市内の課題解決に
つながる事業であるか

・事業の内容
・協力団体

目標設定 達成しようとする目標や成果は明
確になっているか

・事業の目的
・事業実施で得られる成果

実施手法 事業の内容や実施方法は具体的に
考えられているか

・事業の内容
・役割分担

計画性 収支予算、実施スケジュールが的
確に設定されているか

・事業予算
・スケジュール
・収支予算書

協働による
効果

応募者と市との役割分担が適切で
あり、協働による相乗効果が期待
できるか

・役割分担
・市との協働の必要性

メモ欄

SAMPLE
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令和２年度  審議スケジュール（案）  

 

【第 1 回  協働推進会議】  

令和２年 6 月 2４日（水）  13 時３0 分～1４時 30 分   

 

 ■市長より協働事業提案の諮問が行われます。  

■協働事業提案の内容の審議等を行います。  

 

 

【第 2 回  協働推進会議】  

令和２年 6 月 2７日（土）   1１時 00 分～1２時 00 分  

 

 ■応募者・担当課の公開プレゼンテーションを聴いた後に、事業内容につ

いて審議を行います。  

 

 ※会議に先立ち、10 時から『協働事業提案  公開プレゼンテーション』が

開催されますので、その中で応募者・担当課からの説明を受け、質疑を

行っていただきます。  

 

 

【第 3 回  協働推進会議】  

令和２年７月３1 日（金）  時間調整中  

 

 ■答申内容の確認、及び協働事業提案制度やその進め方についてご意見を

頂戴します。その後、15 時から市長への答申を行います。  

 



 

 

 

                               

  

                                 

  （令和２年度に申請された事業の実施時期は、令和３年～令和５年度）  

 

 事業名称  

（種類）  

事業の目的・概要  応募者、市担当課及び役割分

担  

令和３年度事業予算  

（市負担希望額）  

備考  

 

１  
 

大和市民活動セン

ターの管理運営  

 

（行政提案型）  

 

事業の目的  

 市民活動ブース「部室」、市民交流スペ

ース、会議室、多目的室等を活用して、活

動の支援や様々な市民の交流を推し進め

る。  

 

概  要  

・市民活動に関する交流と共育の推進  

・市民活動に関する情報の収集及び提供  

・社会資源の創出及び発信  

・市民活動及び協働事業に関する相談や

研修  

・市民活動促進のための施設及び設備の

提供  

・安定的・継続的なセンター運営のため

の検討  

・市民活動ブース「部室」の管理  

 
 

応募者  

拠点やまと  

・左記「概要」の企画や実施  
 

市担当課  

市民活動課  

・協働の相手方として事業

の企画や実施への参画  

・運営費の負担  

 

 

10,035,000 円   

（6,960,000 円）  

継続  

 

協働事業  

実績年度  

H16 年度  

（約 5 ヶ月）  

H17～19 年度  

H21～23 年度  

H24～26 年度  

H27～29 年度  

H30～R2 年度  
 

 

令和２年度 協働事業提案 申請一覧 

・行政提案  １件  （計  １件） 
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